
 

 

戦
争

を
し
な
い
平
和
憲
法
を
も
っ
た
国
、
日
本
は
武
器
を
持
た
ず
に
、

ど
の
国

と
も 
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国
保
広
域
化
で
保
険
税
の
引
上
げ
、
取
り

立
て
強
化
に 

 

問 

広
域
化
（
県
単
位
）
で
今
ま
で
の
国
保
事

務
は
全
部
県
に
移
行
さ
れ
る
の
か
。 

答 

県
は
、
財
政
運
営
の
責
任
と
さ
れ
、
効
率

的
な
事
業
運
営
を
任
さ
れ
、
市
町
村
は
、
住

民
に
身
近
な
、
資
格
管
理
や
保
険
給
付
、
保

険
料
率
、
賦
課
徴
収
を
担
当
す
る
。 

 

問 

保
険
税
の
税
率
や
減
免
な
ど
、
市
町
村
の

裁
量
が
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。 

答 

都
道
府
県
の
示
す
標
準
保
険
料
率
を
参
考 

 

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
の
実
情
で
保
険
税

率
を
決
め
る
こ
と
と
な
る
。
低
所
得
者
軽
減

制
度
や
減
免
制
度
も
継
続
さ
れ
る
と
考
え
て

い
る
。 

 

問 

国
保
の
加
入
者
は
低
所
得
者
が
多
い
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
か
ら
公
費
負
担
が
必
要
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
米
原
市
に
お
い
て

も
高
す
ぎ
る
国
保
税
の
引
き
下
げ
は
切
実
な

要
求
で
す
。 

答 

米
原
市
の
国
保
税
が
高
い
と
言
わ
れ
て
い

る
。
健
康
づ
く
り
等
、
各
部
署
が
連
携
し
取

組
み
、
医
療
費
の
抑
制
を
は
か
っ
て
い
き
、

国
保
税
の
引
き
下
げ
を
図
っ
て
い
き
た
い
。 

 

問 

広
域
化
は
、
国
庫
負
担
の
削
減
や
、
保
険

料
の
引
上
げ
、
収
納
率
を
引
き
上
げ
る
た
め

の
徴
収
強
化
を
も
た
ら
す
と
考
え
る
が
。 

答 

今
回
の
改
正
は
、
持
続
可
能
な
社
会
保
障

制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
の
改
革
と
考
え
て

い
る
。
都
道
府
県
と
市
町
村
が
適
切
な
役
割

分
担
に
従
い
、
国
民
皆
保
険
を
支
え
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。 

 

入札 

節木三千代氏 

 

６
月
３
日
の
本
会
議
２
日
目
一
般
質
問
の
６
番
目
で
太
田
議
員
が
１
、
Ｊ
Ｒ
米
原
駅
下
東
西

通
路
の
改
善
を
。
２
、
公
の
施
設
の
利
用
料
改
定
に
つ
い
て
。
３
、
国
民
健
康
保
険
制
度
の
広

域
化
に
つ
い
て
。
の
３
点
に
つ
い
て
、
当
局
の
姿
勢
を
追
及
し
ま
し
た
。 

雑
感 

４
月
以
降
の
使
用
料
の
改
定
で
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
５
月
の
議
会

報
告
会
で
も
、
い
く
つ
か
の
団
体
関
係
者
が
部
屋
の
使
用
料
等
で
発
言
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
根
底
に
あ
る
の
は
、
住
民
の
自
主
的
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
地
域
福
祉
を
支
え
て
き
た
と
い
う
自

負
で
す
。
そ
の
自
負
を
「
受
益
者
負
担
」
と
い
う
考
え
方
で
、
使
用
料
を
徴
収
す
る
と
い
う
こ
と

に
異
議
を
と
な
え
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で
の
「
受
益
者
」
は
、
誰
な

の
で
す
か
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
て
い
る
人
や
団
体
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

問 

米
原
跨
線
橋
下
通
路
に
つ
い
て
、「
暗
く
て
危

な
い
」
と
改
善
要
望
が
出
さ
れ
て
い
る
。
改
善

に
つ
い
て
の
方
向
は
。 

答 

通
路
に
明
る
さ
に
つ
い
て
は
、
Ｊ
Ｒ
と
協
議

し
て
お
り
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
の
改
善
を
計
画
的
に
す

す
め
る
。
ま
た
水
道
管
の
仮
設
配
管
に
つ
い
て

は
２
０
１
６
年
夏
ま
で
に
撤
去
す
る
計
画
と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
他
、
中
央
部
天
井
の
改
善
に

つ
い
て
は
Ｊ
Ｒ
と
の
協
議
、
ま
た
通
路
入
口
の

改
善
は
、
仮
設
配
管
撤
去
後
に
改
善
し
て
い
き

た
い
。 

 

問 

本
年
４
月
か
ら
、
公
の
施
設
の
利
用
料
の
改

定
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
市
内
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
団
体
か
ら
強
い
不
満
が
出
さ
れ
て
い

る
。
た
と
え
ば
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
三

島
荘
」
で
は
、
無
料
の
部
屋
と
有
料
の
部
屋
が

あ
り
、
趣
味
の
団
体
が
無
料
の
部
屋
を
使
い
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
が
有
料
の
部
屋
を
使
わ
ざ

る
を
得
な
い
と
の
実
態
が
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ

う
な
運
用
に
な
る
の
か
。 

答 

三
島
荘
に
は
設
置
目
的
に
合
致
し
た
部
屋
と

し
て
使
用
料
を
徴
収
し
な
い
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
室
を
設
け
て
い
る
。
指
定
管
理
者
の
社
会
福

祉
協
議
会
と
の
結
び
つ
き
の
強
い
団
体
も
あ
る

の
で
、
効
率
的
、
効
果
的
な
運
用
に
な
る
よ
う

調
整
し
て
い
る
。 

 

問 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
サ
ー
ク
ル
や
地
域
の
文
化
教

養
を
高
め
る
サ
ー
ク
ル
に
つ
い
て
は
、
使
用
料

の
減
免
は
。 

答 

合
併
以
降
均
衡
が
取
れ
て
い
な
か
っ
た
使
用

料
の
改
定
と
減
免
規
定
を
整
理
し
、
２
０
１
４

年
に
議
決
を
い
た
だ
い
た
。
減
免
が
拡
大
的
な

運
用
に
な
ら
な
い
よ
う
限
定
的
に
考
え
て
い

る
。 

 

問 

使
用
料
減
免
に
つ
い
て
、
市
長
の
考
え
方
は
。 

答 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
中
に
は
、
市
や
社
会

福
祉
協
議
会
の
要
請
で
作
ら
れ
た
団
体
も
あ

る
。
減
免
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
社
協
の
事
業

と
し
て
整
理
す
れ
ば
、
負
担
を
求
め
る
必
要
は

な
い
の
で
は
な
い
か
。 


